
 第17回ディベート甲子園中学の部　論題解説

　　　「日本は救急車の利用を有料化すべきである。是か非か」
  　　　　　　＊有料化とは一回の利用につき定額の支払いを義務づけることとする。

              ＊有料化の対象はすべての利用者とする。

              ＊収入は、自治体の一般財源とし、使途を限定しないものとする。　

論題検討委員　山川 直巳 

●「ただいま救急車は出払っております!？」

　万一の時にはすぐに来てくれる救急車。

助けを求めて１１９番通報をした際、こん

な応対をされたら、いったいどんなことに

なるでしょう？

　「そんなことが現実にありえるわけがな

い」と思うようなら、すこし考え直してみ

る必要がありそうです。実際、救急車がタ

クシー代わりに利用される、救急要請が殺

到してすべての車両が出払ってしまうリス

クがある、利用者マナー改善のため有料化

が検討されている、といったニュースを現

在でもときどき目にします。 

「現在でも」と記しましたが、救急車有料

化の是非は、第 9回大会(2004 年/H16 年)で

も中学生の論題として選ばれました。その

頃から、救急車の安易な利用が全国的な社

会問題となっており、軽傷の場合には民間

救急車を活用するように啓発活動がなされ

たり、通報を受けた際、搬送の必要性を判

断（トリアージ）したりというような対応

がなされてきています。しかし依然として、

救急車の搬送者数や軽傷者の割合は H16 年

当時から大きく改善されたとは言えません。

そこで今回、再度この論題を選びました。

●救急車を呼ぶとき

　皆さんの中には救急車を利用した経験が

ある方は多くないと思いますが、サイレン

を鳴らして走行していく救急車を見たこと

がある人がほとんどでしょう。

　また、もし、交通事故で負傷者がでたり、

誰かが意識を失って倒れたりしたら救急車

を呼ぶと、誰もが知っているでしょう。

　私も一人暮らしをしていたH6年ころ救急

車で運んでもらったことがあります。食中

毒に近い症状で２、３日寝込んでも回復し

ないし、「これは危ない」と思ったので身

支度をして救急車を呼びました。受診後、

すぐに入院し、１週間病床に伏すことにな

りました。傍からみると、「救急車を呼ぶ

必要はなかったのでは」と思われる状況か

もしれませんが、今振り返ってもあの時点

では救急車を呼ぶしかなかったと思います。

　身内の話ばかりで恐縮ですが、昨年、77

歳の母が突然呂律がまわらなくなり、手も

しびれているのに「近所の目が気になるか

ら」と救急車を呼ばなかったそうです。父

が病院に連絡をとり、タクシーで行ったと

のことで、幸い薬が効き入院もせずにすみ

ましたが、普通であれば救急車を呼ぶべき

事態であったのではないかと思います。

　緊急時に負傷者や急病人を搬送するため

の救急車ですが、このように、利用するか

どうかはまずは利用者が判断するというの

が慣習です。

●救急車出動の状況

　救急車による搬送者数は、この15～20年

間、急増してきました。H22年の救急車によ

る搬送者数は、約498万人。H17年から頭打

ちになってはいるものの、それまでは一貫

して増加しており、H7年の約316万人から

H17年の約496万人と、10年で約1.5倍となり

ました。これは、高齢者・核家族の増加や

安易な利用が原因だとの指摘があります。

　このように利用が急増しているにもかか

わらず、救急隊数はH7年の約4300隊からH22

年の約4900隊と約14%の増加に留まっていま

す。これでは、出動要請に確実に対応する

ことが難しくなるのも無理はありません。

急増する救急患者に対応しきれないことは、

患者を受け入れる医療サービス側も同じこ

とでしょう。

●到着するまでの時間を見てみると．．．

　救急車は、とくに心臓停止や多量出血な

どの際は一分一秒でも早く来てほしいもの

です。救急車が現場まで到着するのに要す

る時間（到着時間）は、この論題を議論す

る上で、押さえておきたいデータです。

　到着時間は、この間(H7年からH22年)、

H17以降もほぼ一貫して増加（悪化）傾向に

あります。命を救うために、一般車より優



先して赤信号でも走行できる救急車なのに

到着が遅れるのは、まさに致命的です。

　H17年以降、搬送者数が頭打ちになってい

るのに到着時間が増加し続けているのを見

ると、この到着時間の増加は、搬送者数の

増加だけが原因とは言えないようです。救

急患者を受け入れる医療サービス側がパン

ク状態なのかもしれません。もし利用者の

大部分が救急車を本当に必要としている緊

急性の高い傷病者であれば、医療サービス

側を拡充するしかありません。利用の実態

をもう少し見てみましょう。

●安易に利用されているか？

　救急車利用者のうち入院加療の必要な軽

傷傷病者は、実はH7年の50.2% からH22年の

50.5%とほとんど変わっていません。したが

って、「安易な利用（の割合）が増えたか

ら、搬送車数が増加した」とは簡単には言

えそうにありません。それでも軽傷傷病者

が半数を占めているのは事実です。救急車

を呼ぶかどうかを利用者側が判断している

からでしょうか。

　日本では救急車は行政サービスとして無

料で運営されていますが、無料だから安易

に利用されているのであれば困ったもので

す。本来なら緊急を要する傷病者のための

ものですから、サービスの受け手の意識・

行動を変える必要がありそうです。

●近年とられている対策

　現在、救急出動の補完や搬送者数を減ら

す工夫がなされています。いくつか例を見

てみましょう。

・消防隊による救急活動支援（ＰＡ連携）

　出動要請があった際に、万一救急車が出

払っていた場合、先立って消防ポンプ車な

ど消防隊を出動、傷病者の応急処置をする

活動が一部の自治体で行われています。

・民間救急車

　転院や入退院、通院などの緊急性がない

場合に民間救急車が利用できます。東京消

防庁は、H16年『民間救急コールセンター』

を設置し 民間救急車の利用を促進しました。

現在、公益財団法人がそのサービスを継続

しています。

　

・トリアージ

　医学的判断に基づいて処置や搬送の優先

順位をつけることをトリアージと言います。

東京消防庁では、基準を策定し、救急現場

において緊急性が認められない傷病者に対

して自己通院を促す「現場でのトリアージ」

をH19年より試行しています。また、横浜市

では、通報時に、病気やけがの症状により

救急出動の態勢を決めたり、民間に委託し

ている救急相談に転送したりする「通報時

のトリアージ」をH20年より試行しています。

　これらの対策は、今後も進められ効果が

でてくるかもしれませんが、現状、大きく

改善されたようには見うけられません。こ

のような背景があり、救急車の有料化を検

証する意義・必要性が高まっています。

●論題（付帯事項）について

　付帯事項の１番目には、「定額の支払い」

とあります。より良い議論をするために、

肯定側は有料化の金額を具体的にいくらに

するのかプランで述べた方が良いでしょう。

この額によりどういうことが発生するか変

わってきます。否定側も前提を共有するこ

とで議論をかみ合わせられるように準備し

てください。

　たとえば、1000円だとどうでしょうか？

1000円だと、利用料を負担している権利意

識が生じ安易に利用する方がかえって増え

るかもしれません。一方、現在遠慮して呼

ばないような方はかえって呼びやすくなる

かもしれません。

　では、10万円だとどうでしょうか？これ

だと、本当に必要な緊急性の高い傷病者で

も躊躇し利用しない方が増えるかもしれま

せん。

　まずはこのように自分で考えながら議論

を作ってみてください。その後、資料を調

査し議論を練り上げるのがよいでしょう。

　付帯事項の３番目には、有料化によって

得られた収入の「使途を限定しない」とあ

ります。したがって、その収入を使って新

たに救急車を購入する等の項目はプランに

は入れられませんし、そこから発生するメ

リットを主張することもできません。

●メリットの例：救われる命が増える

　「プランにより救急車の利用を控える人

が増える。それにより、搬送者数が減り、

救急車と医療機関に余裕ができるから、到



着時間も減少する。結果、救われる命が増

える。

　誰もが必要なときに平等に救急車を利用

できることは大切なことだ。しかし、現実

に利用は急増しそれに行政サービスが対応

できない状況にあり、万一のときに救急車

が間に合わないというリスクを国民全員が

背負っている。それを定額負担して不要な

利用を抑えるのは、高齢化が進む中、現実

的で必要な政策である。」

　このような、経済合理性をある程度重視

する考え方は、ゴミ収集の有料化や医療費

の一部負担という政策の基礎にあります。

・メリットに対する反論の例

　まず、現場までの到着時間の増加は搬送

者数の増加が主な原因ではなく、メリット

は発生しないという反論が考えられます。

　ただし、もし仮に主な原因が他にあると

しても、搬送者数が減少し、それにより到

着時間も減少するのであれば、メリットは

評価できるでしょう。原因が他にあって、

肯定の言うとおりにはメリットが発生しな

いことまで説明するのが望ましいです。

　ここで、単に原因が他にあると反論する

ことで、その原因に対する他の望ましい対

策がありうるということを暗示しているの

だとすれば、否定側が唱えている「現状維

持の方が肯定の論題採択後よりよい社会な

のだ」という立場からの主張ではなさそう

に聞こえます。

　もちろん、そうした他の対策が現状、実

行される見込みが高い、あるいは肯定側の

プランを取るとそうした他の対策がとられ

なくなってしまうなど、他の説明があれば、

このような反論は効果を持ってきます。

　また、現状のままでも、トリアージや民

間救急車利用が広まるので問題はないとい

う反論も考えられます。これも、同様に、

有料化により一層問題の解決が図られない

のか、考えてみる必要があるでしょう。

●デメリットの例：手遅れの患者が増える

　「プランにより救急車の利用を控える人

が増える。中には一見軽傷だが実は深刻な

状態である患者がおり、手遅れとなる患者

もでてくる。」

　このデメリットでは、軽傷と判断して救

急車を利用しない人が増えるというメリッ

トの発生過程や命の尊さという価値観は認

めているということを、はっきり意識して

おく必要があります。試合でも違いを主張

するだけでなく、合意できる点は明確にし

ていただくとわかりやすいでしょう。

・デメリットに対する反論の例

　「単なる可能性に過ぎず、現実的ではな

い。本当に必要だから救急車を呼ぼうとし

た利用者であれば、お金がかかるとしても、

まず１１９番に通報するか、民間救急コー

ルセンターなどに相談すると考えられる。

したがって、ほとんどの場合は、相談の上、

適切な処置・対応がとられるだろう。」

　このような議論において、否定側は、ま

ず、失われる命がメリットで提示された

「救われる命」を上回ると証明できるのか

がひとつのポイントとなるでしょう。冷静

に見積るということは、政策を具体的に検

証する上で欠かせません。

　また、デメリットで命を失うのは、どち

らかというと貧しい者であって、貧富によ

り命の格差が生じる点を強調してもよいか

もしれません。経済合理性よりも命の平等

を優先すべきという考え方です。

●おわりに

　以上、この論題に取りかかりやすいよう

に、最近の状況とよくある議論の例を紹介

しました。これを出発点に、最終的には自

分たち自身で資料を調べ議論を練り上げて

ほしいと願ってます。ネット上に見つかっ

た立論をベースにするのも結構ですが、自

分の頭で考えることこそ勝利への王道です

し、何よりもディベート活動の醍醐味・楽

しさであります。ご健闘を祈ります！
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